
貴社に、募集関連行為に該当する委託先はありませんか？

 不動産屋さんから火災保険のお客さまを紹介してもらっている。

 自動車整備工場から自動車保険のお客さまを紹介してもらっている。

 税理士の先生から生命保険のお客さまを紹介してもらっている。

貴社の提携先企業から保険のお客さまを紹介してもらう場合、このような紹介

を行うことは「保険募集関連行為」と位置づけられ、注意が必要となります。

募集人が「募集関連行為」を第三者に委託等の関係に基づいて行わせる場合には、

当該第三者が保険募集に該当する行為に及ぶなど不適切な行為が行われないよ

う、適切に管理しなければなりません。

なお、この規制は、募集関連行為従事者に対する直接の規制ではなく、募集人の管

理責任を求めるものであり、管理・指導を行う体制の整備が必要です。

◆委託先が募集行為を行わないように管理する責任が発生します◆

では、具体的に必要なことは！

①委託契約書を交わす。

②不適切な行為を行わないよう教育・管理・指導を徹底する。

③ルールを遵守しているか定期的にチェックする。

募集関連行為に関する体制整備のご相談は弊社までお問合せください。

要注意！
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